
神奈川県が行っている食品中の
放射性物質検査について

神奈川県保健福祉局生活衛生部食品衛生課
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神奈川県が行っている
食品中の放射性物質検査

• 検査計画を作成して検査を実施しています。
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神奈川県が行っている
食品中の放射性物質検査

○ 平成26年度の食品中の放射性物質検査計画

・県内産農林畜水産物

・県内に流通する食品（県内産及び県外産）

・学校給食食材（市町村及び県の学校給食の食材）

・水道水（県営水道浄水、衛生研究所水道水）
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県内産農産物
• 野菜類、果実類、穀類等県内の主要農産物
については、出荷前に

１回／週程度

• 県内で生産された茶(飲用茶)については、
茶を産出する１６市町村を４区域に分けて

各茶期毎の出荷前に実施

（食用に供する茶についても実施）

※民間検査機関で実施
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県内産林産物
• 県内で生産された「しいたけ」

○ 平成25年4月以降の検査で基準値の1/2を超える
放射性セシウムを検出した市町村(平塚市、湯河原町)
においては、春と秋の発生期間の出荷前に
各市町村ごとに３検体

○ その他の地域については、生産地を県の東部・西部の
２区域に分けて、出荷前に
１回／月程度

• 県内で生産された「タケノコ」
○ 生産地を県の東部・西部の２区域に

分けて、生産時期の出荷前に
１～２検体

※県衛生研究所、民間検査機関で実施



県内産畜産物

• 県内で生産された豚肉については、生産農家
を県の東部・西部の２区域に分けて、
月１回程度

• 県内で生産された牛肉については、生産農家
毎に出荷される牛について全戸検査

（県外で生産された牛肉については、生産農家毎に出荷され
る牛について全戸検査）

• 県内で生産された原乳については、生産農家
を県の東部・西部の２区域に分けて、
週１回程度

※県食肉衛生検査所、県衛生研究所で実施
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県内産水産物
• 魚介類等
○ 海産：東京湾･相模湾の魚介類(表層、中層、低層)

･軟体類・貝類を対象
月に２回程度

（東京湾（横浜市柴漁港等）は、横浜市で実施）

○ 内水面：相模川、酒匂川、早川、芦ノ湖等の漁業
権が設定されている河川等の漁業権対象
魚種を実施

アユ・ワカサギ ２回／年
その他魚種 必要に応じて漁期に1回

• 海藻（ワカメ、ヒジキ、ノリ等）
漁期に1回
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※民間検査機関で実施



神奈川県実施の検査状況(平成25年度)①
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検体の種類 検体数 検体の詳細

【
県
内
産
】

農産物 １３６検体 野菜類８８、穀類１５、茶３３

林産物 ２５検体 生しいたけ２０、たけのこ５

畜産物 ８５検体 原乳４６、豚肉１２、牛肉２７

水産物 ７１検体 魚介類：海産５０、内水面１１、
海藻１０

【
県
外
産
】

畜産物 １３検体 牛肉１３



神奈川県実施の検査状況(平成25年度) ②
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検体の種類 検体数 検体の詳細

県内に流通
している
食品

１３０検体
県内で製造された食品４０
県内に流通している食品９０

給食食材 ５６２検体



神奈川県実施の検査状況(平成25年度) まとめ

• すべての検体が基準値以下（1,022検体）

すべて検出限界値以下：県内産 穀類、豚肉、牛肉
海産魚介類、海藻

県内で製造された食品
給食食材

基準値(ベクレル/ｋg)：一般食品 100
乳児用食品、牛乳 50
飲料水 10
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神奈川県実施の検査状況(平成25年度) まとめ

11基準値(ベクレル/ｋg)：飲料水・茶 10、原乳・牛乳 50、その他 100

検出されたもの 検査結果
単位：ベクレル/ｋg

野菜類(1/88) 大豆 6.4

茶(10/33) 0.68～1.8

生しいたけ(10/20) 17～72

たけのこ(1/5) 16

原乳(2/46) 0.053、0.061

内水面魚介類(３/11) ワカサギ 13、8.0

オオクチバス 57

県外産牛肉(2/13) 42、56

県内に流通している食
品

牛乳(3) 0.24～0.33

豆菓子
(ピーナッツ)(1)

2.6



神奈川県実施の検査状況(平成2６年度９月まで※)①
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検体の種類 検体数 検体の詳細

【
県
内
産
】

農産物 ２７検体 野菜類１５、穀類２、茶１０＊

林産物 １０検体 生しいたけ７、たけのこ３

畜産物 ３０検体 原乳２３、豚肉５、牛肉２

水産物 ３２検体 魚介類：海産２７、内水面３、
海藻２

【
県
外
産
】

畜産物 ２検体 牛肉２

※ 平成26年10月８日公表分まで
＊ 飲用茶７、食用に供する茶３



神奈川県実施の検査状況(平成2６年度１０月まで※)②
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検体の種類 検体数 検体の詳細

県内に流通
している
食品

７０検体

県内(5市を除く)で製造された
食品２５

県内に流通している食品４５

給食食材 ２２５検体

※ 平成26年10月８日公表分まで



神奈川県での検査状況(平成2６年度9月まで※) まとめ

• すべての検体が基準値以下（396検体）

すべて検出限界値以下：県内産 野菜類、穀類、
原乳、豚肉、牛肉
海産魚介類、海藻
内水面魚介類

県内で製造された食品
給食食材

14※ 平成26年10月８日公表分まで
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神奈川県での検査状況(平成2６年度9月まで※) まとめ

※ 平成26年10月８日公表分まで

検出されたもの 検査結果
単位：ベクレル/ｋg

飲用茶(2/７) 0.78、0.99

食用茶(2/3) 6.9 、6.2

生しいたけ(6/7) 4.5～39

たけのこ(1/3) 4.6

県内に流通している食品
牛乳(1)

0.36

基準値(ベクレル/ｋg)：飲料水・飲用茶 10、牛乳 50、その他 100
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神奈川県衛生研究所の検査

※ かながわの食品衛生Vol.16より引用
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目 的

4つの基本理念
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神奈川県食の安全・安心の確保推進条例

条例に基づいて策定する
総合的かつ中期的な
目標と施策の方向

かながわ食の安全・安心の確保の推進に関する指針

指針に基づく施策を推
進するための単年度の
事業計画

かながわ食の安全・安心行動計画

条例・指針・行動計画の関係
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かながわ食の安全・安心の確保の推進に関する指針(第２次)
（平成２５年度～平成２７年度）

平成２６年度かながわ食の安全・安心行動計画(抜粋)
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Ⅴ 重点的取組み
次の取組みについては、今後３年間で重点的に事業を展開します。

１ 食品中の放射性物質への対応を推進する取組み

Ⅲ 平成２６年度食の安全・安心の確保に向けた取組み実施計画
２ 生産者等に対する指導等の実施

(４) 農林畜水産物等の放射性物質検査及び指導の実施
ア 放射性物質検査及び指導の実施【重点的取組み】
（農業振興課、畜産課、水産課、森林再生課、環境衛生課）

５ 食品営業者等における自主管理の促進

(３) 学校における自主管理の促進
イ 学校給食における食材の放射性物質検査の実施【重点的取組み】
（保健体育課）

５ 食品営業者等における自主管理の促進



平成２６年度かながわ食の安全・安心行動計画(抜粋)
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６ 食品営業者等に対する監視指導等の実施

(５) 食品中の放射性物質への対応を推進する取組み
ア 加工食品等の放射性物質検査【重点的取組み】

（食品衛生課）

イ 食品中の放射性物質検査を実施している市町村との連携【重点的取組み】
（食品衛生課）

７ 製造段階等における助言・指導等に係る人材育成及び調査研究

(２) 食品衛生監視員等に対する研修
ウ 食品と放射性物質に関する研修【重点的取組み】

（食品衛生課）

９ 情報の共有化の推進

イ 食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション事業の実施【重点的取組み】
（全庁的取組み）

セ 食品中の放射性物質の検査結果の公表【重点的取組み】
（食品衛生課、農業振興課、畜産課、水産課、森林再生課）

６ 食品営業者等に対する監視指導等の実施

７ 製造段階等における助言・指導等に係る人材育成及び調査研究

９ 情報の共有化の推進


